
事 務 連 絡 

令和５年１月６日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局 

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 事 務 局 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

学校における集団フッ化物洗口について 

 

 

厚生労働省において、別添のとおり、新たに「フッ化物洗口の推進に関する基本的な

考え方」が定められましたのでお知らせします。 

学校において集団フッ化物洗口を実施する際には、この「フッ化物洗口の推進に関す

る基本的な考え方」を参考に、安全性を確保し適切な方法で実施するとともに、その実

施に当たっては、例えば、市町村の歯科保健担当部局や保健センターによる実施、歯科

医師会や薬剤師会の協力、医薬品等販売会社への業務委託など、関係者間での適切な役

割分担を検討し、教職員の負担軽減に配慮するようお願いします。 

 

（参考） 

・「フッ化物洗口マニュアル（2022年版）」（厚生労働省令和３年度厚生労働行政推進

調査事業費補助金「歯科口腔保健の推進に資するう蝕予防のための手法に関する研究」

班 編）https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202122067A-sonota5_0_1.pdf 

 

 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を

含み大学を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立

学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、独立

行政法人国立高等専門学校機構事務局におかれては所管の学校に対して、文部科学大臣

所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、国公立大学法人におかれてはそ

の設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条

（参考資料3）

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202122067A-sonota5_0_1.pdf
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第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設

置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれて

は所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省に

おかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知されるようお願いします。 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課 保健指導係 

ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 2918） 
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